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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

受取配当等の益金不算入の計算における関連法人株式等について 

 

≪内容≫ 

関与先のＡ社及びB社の代表取締役は甲氏であり、A社の株主構成は甲氏が100％、また、B社の株主

構成は甲氏が35％、A社が20％、その他少数株主が45％となっています。この両社の株主構成は、設

立以降変化はありません。 

A社において、今期、B社から配当があるということで、この配当に係る受取配当等の益金不算入の

計算をすることになりました。 

この場合、A社におけるB社の株式の保有割合は、A社単独では25％ですが、A社の100％株主である

個人甲氏の保有分（35％）も加えると60％になります。 

そこで、受取配当等の益金不算入の計算において、A社がB社株式を60％保有していると考え、これ

を「関連法人株式等」として計算してもよいのでしょうか。 

『答』 

  A 社が保有する B 社の株式保有は、B 社の発行済株式等の３分の１超の株式等の保有には至りませんので、

「完全子法人株式等」、「関連法人株式等」及び「非支配目的株式等」のいずれにも該当しない「その他の株式

等」に該当するものと認められます。 

  したがいまして、B 社から受ける配当に係る益金不算入額は、配当等の額の総額の 50％相当額となります。 

 

（解説） 

１ 受取配当の益金不算入額は、次の①～④の４つの区分に応じて算定されることとされています（法

法23、法令21～22の3の2）。 

 ①完全子法人株式等（その配当等の額の計算期間を通じて完全支配関係があった法人の株式

等）・・・・・・・配当等の全額 

 ②関連法人株式等（その支払基準日以前６月間継続して発行済株式等の３分の１超の株式等を保有す

る法人の株式等）・・・・・・・配当等の額－負債利子の額 

 ③非支配目的株式等（その配当等の額の支払基準日に発行済株式等の５％以下の株式等を保有する法

人の株式等）・・・・・・・配当等の額×２０％ 
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④その他の株式等（上記①②③のいずれにも該当しない株式）・・・・・・・配当等の額×５０％ 

２ ところで、上記1の②の「関連法人株式等」は、法人税法第23条第6項及び法人税法施行令第22条

の３第1項・第2項の規定においては、その支払基準日以前６月間継続して発行済株式等の３分の１

超の「株式等を保有する法人の株式等」と規定されているだけで、とくに「支配関係」などの文言は

明記されていません。 

したがって、「関連法人株式等」については、配当を受ける法人自らが保有する株式等のみをいう

ものと考えられますから、その法人の株主やその関連者等（ご質問のケースでは、個人甲氏）が保有

するものは含まれないということになります（法法23⑥、法令22の3）。 

３ そうしますと、Ａ社が、Ｂ社の配当基準日たる配当決議のあった日において保有するＢ社株式は

25％ですから、Ｂ社の発行済株式等の３分の１超の株式等の保有には至りませんので、Ａ社が保有

するＢ社株式は、「完全子法人株式等」、「関連法人株式等」及び「非支配目的株式等」のいずれにも

該当しない「その他の株式等」に該当するものと考えられます。 

４ したがって、Ａ社がＢ社から受ける配当に係る益金不算入額は、配当等の額の総額の50％相当額

となります。 
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